
資料 No.３ 

 
第９号議案  

 

福井県立図書館規則の一部改正について  

 

 

 別紙のとおり、福井県立図書館規則（昭和５６年福井県教育委員会規

則第一号）の一部を改正する。  

 

            令和２年５月２７日提出  

              教  育  長   豊 北 欽 一  

 

 

      提 案 理 由  

 

 県立図書館において、個人番号カードを利用カードとして利用できる

サービスを開始するため、所要の規定を改正する必要があるので、この

案を提出する。  

 

 



福井県立図書館規則の一部を改正する規則 

 

 

１ 改正理由 

 ・県立図書館で個人番号カードを貸出等に利用するサービスを開始するため 

 

 

２ 改正内容 

・個人番号カードを利用するサービスの開始に伴う改正 

 第十条（利用カード）個人番号カードを利用カードとして利用する手続を追加 

 

 

３ 施行日   令和２年７月１日 
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福
井
県
立
図
書
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

福
井
県
立
図
書
館
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
福
井
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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略
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（
利
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） 

第
十
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（
略
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（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
利
用
） 

第
十
条
の
二 

前
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
電
子
署
名
等
に
係

る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ

た
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
カ
ー
ド
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
利
用
カ
ー
ド
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な

手
続
は
、
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長
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別
に
定
め
る
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


